
平成２３年度 第１２回 役員会議事要旨 

 
 
日 時  平成２３年９月２８日（水） １０時２９分～１０時４６分 
 
場 所  学長室 
 
出席者  学長，瀨口理事，中島理事，米倉理事，宮﨑理事，緒方理事 
 
 
オブザーバー 川上監事，向井監事 他 
 
 
 
【審議事項】 
 
（１）国立大学法人佐賀大学国際交流推進センター（仮称）規則の制定に 

ついて 
学長から，本件は，１０月１日に設置される国際交流推進センターの組織

及び運営に関し，必要な事項を定めるものであり，９月１４日の役員会で協

議され，９月１６日の教育研究評議会において一部修正の上，審議了承され

ている旨の説明があった。 
また，学術研究協力部長から，本規則の組織における運営委員会の委員に

教養教育運営機構から選出された教員１人を追加した旨及びそれに伴う修

正箇所等について補足説明があり，審議の結果了承された。 
その後，学長から，本件が審議・了承されたため，本日をもって，「国立

大学法人佐賀大学国際交流推進センター」の名称とする旨の説明があった。 
 
（２）国立大学法人佐賀大学国際交流推進センターの設置に伴う関係規則等の 

一部改正について 
学長から，本件は，１０月１日に国際交流推進センターが設置されること

に伴い，関係する規則等の一部改正を行う案件である旨の説明があった。 
また，総務課長から，本件は，９月１４日の役員会で協議の上，９月１６

日の教育研究評議会で審議した結果，了承されている旨の補足説明があり，

審議の結果了承された。 
 
 



 
（３）国立大学法人佐賀大学教員組織規則の一部改正について 

学長から，本件は，１０月１日に医学部医学科臨床医学系に「国際医療学

講座」を新設することに伴い，所要の改正を行う案件である旨の説明があっ

た。 
また，医学部事務部長から，本件は，９月１４日の役員会で協議の上，９

月１６日の教育研究評議会で審議した結果，了承されている旨及び新設の概

要等について補足説明があり，審議の結果了承された。 
 
（４）海洋エネルギー研究センターの時限の取扱いについて 

学長から，本件は，海洋エネルギー研究センターの平成２４年３月までの

時限を，平成２１年６月に共同利用・共同研究拠点として文部科学省から平

成２８年３月までの時限として認定された期間までに変更する案件であり，

９月１４日の役員会で協議の上，９月１６日の教育研究評議会で審議した結

果，了承されている旨の説明があり，審議の結果了承された。 
 
（５）新運営体制への移行に伴う関係規則等の一部改正について 

学長から，本件は，新運営体制への移行に伴い，関係規則等について所要

の改正を行う案件である旨の説明があった。 
また，総務課長から，本件は，現理事の研究・国際貢献担当を研究・国際・

社会貢献担当に，また企画・財務・社会貢献担当を企画・財務・労務担当に

変更することに伴い，関係する情報戦略本部規則，情報企画委員会規程，美

術館・正門整備委員会要項等８つの関係規則等について，その箇所を変更す

る旨の補足説明があり，審議の結果了承された。 
 
（６）寄附に伴う感謝状の贈呈について 

学長から，本件は，三愛石油株式会社から，８号機となる熱気球の球皮の

寄贈を受けることとなり，本学学生の厚生の向上に尽力した者として，感謝

状の贈呈を提案する旨の説明があった。 
また，総務課長から，本件について，瀨口理事から提出された推薦理由及

び今迄の寄贈実績並びに本学感謝状贈呈規程に該当する旨等の補足説明が

あり，審議の結果了承された。 
その後，学長から，同社から寄贈を受けることとなったきっかけについて

質疑があった。 
 
（７）その他 
   特になし。 
 



 
【 その他 】 
 

○ 学長から，平成２３年１０月からの新体制のうち，空席であった学長 
補佐の教育室は文化教育学部の坂元康成准教授に，また，学術室は農学 
部の石丸幹二教授に依頼することとなった旨の報告があった。 
また，担当理事から，坂元准教授及び石丸教授の業績等について説明 

があった。 
 
 

○ 今月で理事を退任する米倉理事から，退任挨拶があった。 
 


